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成 増 ア ク ト ホ ー ル

9:00～17:00
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　「行政書士ネットワーク東武会」です。
当会は地元に拠点を置く専業行政書士のネットワークです。埼玉県和光市･朝霞市･志木市･新座市･富士見市を中心に活動しています。

価格１，３８０万円（応相談）

当会関与物件です。

詳細は当会事務局へ

０４８（４８７）２０１４

内 藤 明 雄
当会代表･FP・宅地建物取引主任者

今月の「掘り出し物」

売中古住宅

南埼玉郡白岡町・５DK

有限会社･株式会社を区別する意義が時代と共に失われ、会

社制度の見直しが進められた結果、会社法施行に伴い有限

会社法は廃止されることになりました。会社法施行後、有限会

社の新設は出来なくなります。

①【有限会社制度の廃止】

土地・１７５．２０㎡

新 井 浩
当会副代表
国際業務担当

在留･帰化、輸出入業務の専門家

藤 田 浩 樹
当会副代表
陸運業務担当

自動車の手続き、運送業関係に造詣が深い

民事法務担当
金融･不動産関係のスペシャリスト

１２月４日（日）
に い ざ ほ っ と ぷ ら ざ

＜概要＞

商法・有限会社法・商法特例法などを１つにまとめたも
のが新たにできる会社法です。中小企業にとって影響
が大きな見直しについて以下のような概要があります

10:00～17:30

１０月２９日（土）
新 座 市 立 中 央 公 民 館

9:00～17:30
１１月３日（木）
志 木 市 民 総 合 セ ン タ ー

9:00～18:00
1１月１３日（日）

富 士 見 市 民 文 化 会 館
9:00～17:00

新 座市立野火止公民館
9:00～17:30

～ 彩 夏 祭 ～

わ が 街

１１月２３日（水）
フ ォ ー シ ー ズ ン ズ 志 木

10:30～17:00

１２月１０日（土）

２００６年４月に「新会社法」施行予定です
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朝 霞 市

　今月の“トピックス” 困りごと無料相談会
開催日程

自 社 の 決 算 書 ・ こ こ が 見 所 ！ 産業廃棄物処理法の主な改正点

広告主募集中
（今なら無料！）

広告主募集中
（今なら無料！）
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関 智 一
当会副代表
環境業務担当

産廃処理業などの実務･手続きに精通

広告主募集中
（今なら無料！）

ふりーすぺーす

会社の利益は変わらず出ているのに、新しい決算書を銀行に
見せたら、新規融資に応じてくれなくなった。去年はあれほど
「借りてくれ、借りてくれ」 だったのに・・・。

こんな時は、決算書の「自己資本」を見
てみたらいかがでしょうか？
一昨年度が良い決算内容で「借りてく
れ、借りてくれ」 に応じていると、「自己
資本比率」が悪化する事があります

「自己資本比率」が悪化すると新規融資に悪い影響が
でます。
不用意な借入にはくれぐれもご注意。

借入
借入

貸借対照表 貸借対照表

（一昨年度） （今年度）

■廃棄物の適正処理の確保

・不正手段により許可を受けた者を取消事由に追加

・欠格要件に該当した許可業者・施設設置業者について届出を義務付け

・許可の欠格要件に暴力団員などによって支配されている個人を追加

■廃棄物処理施設に係る規制

・最終処分場の維持管理積立金制度の対象を全ての許可処分場に拡大（従前

規定では維持管理積立金制度の施行（平成１０年６月）以降に埋立処分が開始

されたものに限定）

■排出事業者の責任と原状回復措置

・マニュフェスト制度違反に係る勧告に従わない者についての公表・命令措置

の導入

・産業廃棄物の運搬又は処分を受託した者に対するマニュフェスト保存の義務

付け

■罰則

・無許可営業・事業範囲変更：法人への重課規定を創設

・無確認輸出：未遂罪・予備罪を創設

・マニュフェスト違反・６月以下の懲役又は５０万円以下の罰金に引上げ、５年以

下の懲役又は1000万円以下の罰金に引上げ、法人への重課（１億円以下の罰

金）規定を導入

■その他

・産廃関係事務などに係る事務分担の見直し（保健所設置市の長でなく、政令

で定める市の長が事務執る仕組み）

・補助金制度の見直しに伴う改正等

①有限会社制度の廃止

②機関設計の柔軟化

③会計参与制度の導入

④最低資本金規制の撤廃

⑤決算公告の義務化

⑥譲渡制限会社における特例
もっと知りたい新会社法！

　「有限責任事業組合契約に関する法律」が８月１日より施行されまし
た。
　有限責任事業組合（LLP)は、民法に定める「組合」の特例として制
度化され、数名が協力し新たな事業を興す際の会社とは異なる新た
な形態として注目されています。

有限責任事業組合（LLP)制度、発進

有 限 責 任 事 業 組 合 （ LLP ） の 特 徴

１、有限責任制
　出資者は株式・有限会社同様に、出資額までしか責任を負いませ
ん。
２、内部自治原則
　組織内部の構成についても自由度が高く、また利益の分配も、会
社のように出資額に縛られることなく、貢献度などを考慮し決定する
ことが出来ます。
３、構成員課税
　会社の場合、会社の利益について課税があり、さらにその配当を
受けた株主（社員）に対して所得税が課税されますが、LLPの場合、
LLP段階での利益には課税されず、その配当を受けた構成員にの
み課税されます。また、構成員に他の所得がある場合、LLPについ
て発生した赤字による損益通算が可能な場合があります。

有 限 責 任 事 業 組 合 （ LLP ） の 活 用

　中小企業の連携による新たな事業や、映画制作などの高度サー
ビス産業、産学連携などの分野での活用が見込まれています。

　彩夏祭の始まりは1984年（昭和

59年）。当時は小規模のお祭りで

したが、回を重ねるごとに規模も

大きくなり、現在では約40万人の

方が来場されています。

彩夏祭のメインは、鳴子踊りイベン

ト「関八州よさこいフェスタ」そして

「打ち上げ花火」です。フリーマー

ケット、商工まつり、その他さまざ

まな催し物など、誰でも気軽に参

加できるイベントも多数あります。

住まい探しは

Tel　03（5340）2631


